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Ⅳ 水質汚濁防止対策 

１．水質汚濁の規制 

   水質汚濁防止のため、水質汚濁防止法が昭和４６年６月に施行され、事業活動に伴う排出水の規制を

はじめ、生活排水対策も含めて国民の健康の保護と生活環境の保全を図る目的で各種施策が講じられて

いる。 

水質汚濁防止法に基づく高砂市内に設置されている特定施設の種類は表４－１に示すとおりであり、

事業所数は８５である。このうち総量規制の適用を受けるのは４１事業所である。 

   また、瀬戸内海の特殊性と汚濁の深刻化に対処するため、水質汚濁防止法の特別法として瀬戸内海環

境保全特別措置法が施行されており、特定施設の設置等に際しては事前評価制度並びに許可制度がとら

れている。令和６年度中に本市で縦覧に供された事前評価の件数は４件だった。 

   法令による規制のほか、環境の保全と創造に関する条例、高砂市環境保全条例及び環境保全協定にお

いても、それぞれの特徴を生かした規制を行っている。 

 

表 ４－１  水質汚濁防止法に基づく高砂市内に設置されている特定施設の種類 

                                                                  令和７年３月末現在 

項番号 特 定 施 設 の 種 類 

     ２  

３  

     ５  

    10  

    12  

    13  

    16  

    17  

    19  

    21  

    23  

23の 2  

    26  

    27  

    30  

    32  

    33  

    34  

    37  

    38  

    39  

    40  

畜産食料品製造業用施設 

水産食料品製造業用施設 

みそ・しょう油・グルタミン酸ソーダ等製造業用施設 

飲料製造業用施設 

動植物油脂製造業用施設 

イースト製造業用施設 

めん類製造業用湯煮施設 

豆腐又は煮豆製造業用湯煮施設 

紡績業又は繊維製品製造若しくは加工業用施設 

化学繊維製造業用施設 

パルプ、紙又は紙加工品製造業用施設 

新聞業、出版業、印刷業又は製版業用施設 

無機顔料製造業用施設 

前２号以外の無機化学工業製品製造業用施設 

発酵工業用施設 

有機顔料又は合成染料製造業用施設 

合成樹脂製造業用施設 

合成ゴム製造業用施設 

前６号以外の石油化学工業用施設 

石けん製造業用施設 

硬化油製造業用施設 

脂肪酸製造業用蒸りゅう施設 
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 46 

 47 

 53 

 54 

 55 

 58 

 60 

 61 

 62 

 63 

63の 3 

64の 2 

 65 

 66 

66の 2 

66の 5 

 67 

 68 

68の 2 

 71 

71の 2 

 71の 3 

 71の 4 

71の 5 

 71の 6 

 72 

 73 

 74 

 75 

２８号から前号まで以外の有機化学工業製品製造業用施設 

医薬品製造業用施設 

ガラス又はガラス製品製造業用施設 

セメント製品製造業用施設 

生コンクリート製造業用バッチャープラント 

窯業原料精製業用施設 

砂利採取業用水洗式分別施設 

鉄鋼業用施設 

非鉄金属製造業用施設 

金属製品製造業又は機械器具製造業用施設 

石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設 

水道施設、工業用水道施設用浄水施設 

酸又はアルカリによる表面処理施設 

電気メッキ施設 

旅館業用施設 

飲食店に設置されているちゅう房施設 

洗たく業用洗浄施設 

写真現像業用自動式フイルム現像洗浄施設 

病院に設置される施設 

自動式車両洗浄施設 

科学技術に関する研究、試験、検査等の業務用施設 

一般廃棄物処理施設である焼却施設 

産業廃棄物処理施設 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設 

し尿処理施設 

下水道終末処理施設 

特定事業場から排出される水の処理施設 

指定地域特定施設 
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２．生活排水対策 

（１）生活排水対策 

 生活排水とは、し尿と生活雑排水（日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等からの排水）を

いう。生活排水の平均的な発生負荷量（ＢＯＤ）は、１人１日当たり約４０ｇであり、そのうち生活雑

排水が約６８％にあたる２７ｇを占めている。家庭から排出される汚濁負荷量は、生活排水の処理形態

により異なっており、なかでも単独処理浄化槽の設置家庭からの汚濁負荷量は大きい（表４－２）。 

    これらの生活排水は、個々の負荷量は小さいが、総量としては大きい汚濁源となる。 

 

表 ４－２   汚濁負荷量源単位（ＢＯＤｇ／人・日） 

 し 尿 生活雑排水 合  計 

発 生 負 荷 量 １３ ２７ ４０ 

汚 

濁 

負 

荷 

量 

くみ取り処理 ０ ２７ ２７ 

単独浄化槽 ４.５ ２７ ３１.５ 

合併処理浄化槽 ４ ４ 

 

本市では、生活排水対策として後述の下水道の整備と併せて、平成６年度から下水道事業計画区域で

あって、当分の間、下水道の整備が見込まれない区域にあっては、下水道が整備されるまでの間、合併

処理浄化槽による個別処理方式をすすめてきた。 

平成３年に策定した生活排水処理計画について、下水道処理区域の見直しに伴い、平成２９年１月に

新たに令和７年度までの処理計画を策定した。下水道処理区域の市街化調整区域において、一部を除い

て合併浄化槽整備事業区域に変更した。また市街化調整区域の一部で下水道事業計画区域としている伊

保地区（新幹線と明姫幹線の間で法華山谷川の西側地区の一部）については、下水道が整備されるまで

の間、助成交付金の対象区域としている。 

   合併処理浄化槽については、「合併処理浄化槽設置整備助成制度」を設け、設置費の一部を助成し、

その普及促進に努めている。令和６年度は６基の合併浄化槽について助成を行った。 

 

（２）高砂市公共下水道の概要及び生活排水処理率 

   本市は、昭和２６年に公共下水道事業の認可を受け、翌２７年に着手し現在に至っている。 

   昭和４０年１１月１日に高砂浄化センター合流処理施設が供用開始となり、昭和５９年７月１日には

伊保浄化センターが供用開始となった。平成７年２月１日には高砂処理区のうち分流区域の汚水を処理

するために、高砂浄化センター分流処理施設が供用開始となった。 

    新幹線以北の流域関連公共下水道の加古川下流処理区については、当処理区から排出される汚水は兵

庫県加古川下流浄化センターにて平成５年４月１日から処理開始となった。 

   北浜処理区については姫路市との広域処理で、当処理区から排出される汚水は姫路市大塩終末処理場

にて平成７年３月３１日から処理開始となった。 
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    各処理区の概要は次表のとおりである。 

 

処 理 区 名 排除方式 計画処理面積(ha) 計画処理人口(人) 処理場名称 

 

単 
高   砂 

分  流 

一部合流 

182 

(182) 

11,310 

(9,930) 
高砂浄化センター 

独 

公 
伊   保 分  流 

495 

(495) 

29,940 

(26,810) 
伊保浄化センター 

共 

 
北   浜 分  流 

58 

(58) 

2,950 

(2,360) 

姫 路 市 

大的析水苑 

流域 

関連 
加古川下流 分  流 

696 

(708) 

43,100 

(41,700) 

兵庫県加古川下流 

浄化センター 

合      計 
1,431 

(1,443) 

87,300 

(80,800) 
 

(注) 上段は事業計画、下段()は全体計画。 

 

令和７年３月末における本市の整備状況は、処理開始面積が１，４０２ｈａ、処理人口が８３，４１

９人で、行政人口（８６，３１０人）に対する下水道処理普及率は９６．７％である。 

   また、下水道処理人口に合併処理浄化槽人口（１，６７２人）を加えた生活排水処理率は９８．６％

である。 
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３. 水質環境調査 

（１）河川調査 

① 調査概要 

 本調査は河川の水質と底質の実態を把握し、環境保全対策に資するために定期的に実施している 

ものであり、令和６年度は水質調査を２河川２地点で６回、３河川６地点で１２回、底質調査を 

４河川４地点で１回実施した。 

   調査地点は、図４－１に示している。 

② 調査結果 

  ア 水質 

  （項目別） 

   健康項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、総水銀、ＰＣＢ他２１項目）については、西浜

川（西浜川起点）、天川（天川橋）、松村川（松陽橋）、法華山谷川（千鳥橋）、加古川（相生橋）の５河

川５地点において調査を実施したが、ふっ素及びほう素以外は、いずれも基準値以下であった。 

西浜川（西浜川起点）ではふっ素が基準値超過し、西浜川（西浜川起点）、天川（天川橋）、法華山谷

川（千鳥橋）、加古川（相生橋）ではほう素が基準値超過した。測定地点は感潮域であり、海水に含まれ

ているふっ素及びほう素の影響と考えられる。 

（河川別） 

    ・西浜川 

         ｐＨについて異常は認められなかった。ＣＯＤ、ＳＳは良好な値を示していた。ＢＯＤ、ＤＯについ

ては経年的に大きな変化は認められなかった。 

     ・天川 

         ｐＨについて異常は認められなかった。ＣＯＤ、ＳＳは良好な値を示していた。ＢＯＤ、ＤＯについ

ては経年的に大きな変化は認められなかった。 

      ・松村川 

         ｐＨ、ＣＯＤについて異常は認められなかった。ＢＯＤ、ＤＯについても経年的に大きな変化は認め

られなかった。 

      ・法華山谷川  

         ｐＨについて総合運動公園前で２月に９.０と高い数値が確認されたが、原因は不明である。しかし、

３月以降高い数値は確認されていないため、観察を続けていくこととする。総合運動公園前においては、

ＣＯＤ等が高い値を示していたが、下流の千鳥橋では、海水の流入により水質の改善がみられた。 

    ＢＯＤ、ＤＯについては経年的に大きな変化は認められなかった。 

    ・加古川 

         加古川は環境基準のＢ類型に設定されており、生活環境項目（ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数）

の環境基準値が定められている。 

     環境基準の適合状況については、ＳＳ、ＤＯ及びＢＯＤ７５％値は環境基準値以下であった。 

     ＤＯの経年変化をみると、加古川堰堤、相生橋とも横ばい状態である。 

     全窒素、全リン、その他の項目においては他河川と比較して低い値を示した。 

以上を総合すると、今年度も加古川は市内の５河川の中で最も良好な水質であった。各河川の調査結

果は、表４－３、図４－３、４－４に示している。 
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   イ 底質 

     底質中の有害物質については、各河川の下流部で調査を実施した。 

     総水銀、ＰＣＢとも暫定除去基準値を超えるものはなかった。 

底質の調査結果は、表４－４に示している。 

   

（２）海域調査 

 ① 調査概要 

   本調査は海域の水質と底質の実態を把握し、環境保全対策に資するために定期的に調査を行っているも

ので、令和６年度は水質調査を１１地点で２回、底質調査を５地点で１回それぞれ実施した。 

 調査地点は、図４－２に示している。 

  ② 調査結果 

   ア 水質 

   （健康項目） 

    健康項目（カドミウム、全シアン他５項目）については、曽根港、伊保港、高砂西港、高砂本港の４

地点で調査を実施したが、全て環境基準以下だった。 

（生活環境項目等） 

・港湾区域（調査地点①②③⑩⑪） 

この区域は河川の流入があり、生活排水、工場排水による影響が比較的大きい。これらの区域のうち

曽根港、高砂西港、高砂本港は環境基準のＣ類型に設定されており、ｐＨ、ＣＯＤ及びＤＯの環境基準

が定められている。 

環境基準との適合状況は、表４－５の総括表に示すとおり、pH については高砂西港、高砂本港にお

いて超過があった。 

       また、環境基準が設定されていない伊保港、堀川についても、他の港湾区域と同様な値になっていた。 

        ＣＯＤの経年変化は、横ばい状態である。 

・高砂地先（調査地点④⑤⑦⑧） 

沿岸のこれら４地点は全て環境基準のＢ類型に設定されている。環境基準との適合状況は、表４－５

のとおり、ＣＯＤについてはカネカ前、高砂海浜公園沖において超過があり、pH については神戸製鋼

前､カネカ前、高砂海浜公園沖地点において超過があった。 

その他の項目では基準内だった。 

・高砂西港沖（調査地点⑥⑨） 

         高砂西港沖１.５㎞は環境基準のＢ類型、高砂西港沖３㎞はＡ類型に設定されている。 

         環境基準との適合状況は、表４－５のとおり、ＣＯＤについては高砂西港沖３km の地点で超過があ

り、pHについては高砂西港沖１.５㎞､高砂西港沖３㎞の地点で超過があった。 

     また、高砂西港沖２地点では、ｎ－ヘキサン抽出物質の調査を実施した。ｎ－ヘキサン抽出物質は両

地点とも全て検出されず、基準内だった。 

        全窒素、全りんについては、高砂西港、高砂西港沖１.５㎞は環境基準のⅢ類型、高砂西港沖３㎞はⅡ

類型に設定されており、環境基準は年間平均値で判断する。2地点とも基準内だった。 
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イ 底質 

     曽根港、伊保港、高砂西港、高砂本港の５地点（うち高砂西港２地点）で、カドミウム、鉛、総水銀、

ＰＣＢ等の底質調査を実施した。 

  そのうち、総水銀及びＰＣＢについては暫定除去基準が定められている。調査結果は、いずれも暫定

除去基準内であった。 

また、カドミウム、鉛についてはこれまでの結果と比較して特に目立った変化はなかった。 

 調査結果は、表４－６に示している。 
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図 ４－１ 河川調査地点図 

 

 

図 ４－２ 海域調査地点図 
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0/2 <0.002 0/2<0.002 0/2
<0.000

2
0/2ND 0/2 ND 0/20.001 0/2

<0.000
5

0/2<0.001 0/2 <0.01 0/2
<0.000

3
0/2 ND 0/2

加古川
7

加古川
堰堤

8 相生橋

6
総合運
動公園

<0.002 0/2 <0.004 0/2
<0.000

2
0/2

<0.000
4

0/2ND 0/2 <0.002 0/2
<0.000

5
0/2 ND 0/2<0.02 0/2 0.001 0/2

0/2

法華
山谷
川

5 千鳥橋
<0.000

3
0/2 ND 0/2 <0.001 0/2

0/2 <0.0020/2 ND 0/2 <0.002 0/2 <0.0040/2
<0.000

2
0/2

<0.000
4

0/2
<0.000

5
0/2 ND0/2 <0.02 0/2 0.0010/2 ND 0/2 <0.001松村川 4 松陽橋

<0.000
3

<0.002 0/2 <0.004 0/2
<0.000

2
0/2

<0.000
4

0/2ND 0/2 <0.002 0/2
<0.000

5
0/2 ND 0/2<0.02 0/2 0.003 0/2ND 0/2 <0.001 0/23 天川橋

<0.000
3

0/2

<0.02 0/2 0/2

天　川
2 天神橋

0/2 <0.002 0/2 <0.0040/2
<0.000

2
0/2

<0.000
4

ND 0/2 <0.002
<0.000

5
0/2 ND0/2 0/2 0.0020/2 ND 0/2 <0.001西浜川 1

西浜川
起点

<0.000
3

最大値 m/n最大値 m/n 最大値 m/nm/n 最大値 m/n 最大値 m/n最大値 m/n 最大値 m/n

(mg/ℓ)(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

最大値 m/n 最大値 m/n最大値

(mg/ℓ)(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

最大値 m/n 最大値 m/n

(mg/ℓ)河川名 №
調査
地点

(mg/ℓ)

最大値 m/n

1,2-ジクロロ
エタン

1,1-ジクロロ
エチレン

シス1,2-ジク
ロロエチレン

ほう素

カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ひ素

(mg/ℓ)

総　水　銀 アルキル水銀 ＰＣＢ ジクロロメタン

ベンゼン セレンシマジン
チオベン
カルブ

四塩化炭素

0/2

硝酸性窒素・
亜硝酸性窒素

ふっ素

（健康項目）
 表４－３　令和６年度　河川水質調査結果総括表

1,1,1-トリ
クロロエタン

1,1,2-トリ
クロロエタン

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

1,3-ジクロロ
プロペン

チラウム
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最小 最小 最小 最小 最小 最小

最大 最大 平均 中央値 75%値 最大 最大 最大 最大

7.0 0.9 3.3 <1 3.6 0.44

7.8 2.6 7.6 27 8.8 0.65

7.4 0.7 3.7 <1 5.7

8.3 1.9 9.2 6 14

6.8 0.7 3.8 <1 6.3 0.79

7.9 2.1 9.1 4 12 0.89

7.4 1.5 4.9 3 4.3 1.0

8.5 4.8 10.0 15 13 1.1

6.2 1.0 3.2 <1 5.1 0.5

7.8 1.9 7.7 6 15 1.0

7.4 1.1 5.7 2 5.7

9.0 3.7 12 17 14

7.6 <0.5 3.1 1 6.1

8.5 2.2 6.3 6 13

6.9 0.6 2.8 <1 6.5 0.88

7.8 9.6 6.7 5 14 0.96

 　　備考　　ｍ：環境基準に適合しない検体数

最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 　　　   　　　 ｎ：総検体数 

最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 　　   　　　　 ｋ：報告下限値以上の検体数　　　

0.08 8,700 0.12 0.015 0.12 0.05 <0.01 　　　 　　 平均：報告下限値以上の単純平均　

0.14 16,000 0.13 0.019 0.14 0.12 0.01 　　　 　　 全シアンのＮＤは、0.1 mg/ℓ未満を示す

270 　　　 　　 ＰＣＢのＮＤは、0.0005 mg/ℓ未満を示す　　　　

8,400

0.05 420 0.02 0.008 0.52 0.03 0.01 　

0.08 6,900 0.04 0.009 0.63 0.05 0.01 　報告下限値 ： 全窒素　　　　　　　  　　0.04  mg/ℓ

0.06 18 0.05 0.014 0.63 0.04 0.01                      全りん       　　          0.003 mg/ℓ

0.14 37 0.08 0.015 0.70 0.11 0.01 　　　　　　       　アンモニア性窒素  　 　0.01  mg/ℓ

0.04 1,500 0.06 0.005 0.30 0.02 0.01 　　　　　      　 　亜硝酸性窒素  　　　　 0.005 mg/ℓ　　　

0.14 8,600 0.09 0.016 0.59 0.10 0.01 　　　　　　　       硝酸性窒素  　　 　　 　0.05  mg/ℓ

41 　　 　　　　      　りん酸性りん 　　　    　0.01  mg/ℓ

3,900 　　 　　　      　　陰イオン界面活性剤 　0.01  mg/ℓ         

8 　　 　　　      　　塩化物イオン             1     mg/ℓ

36

0.07 1,000 0.01 <0.005 0.14 0.01 <0.01

0.10 12,000 0.01 0.007 0.67 0.04 0.01

（生活環境項目）
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5,200

12,600

2,600

3,500

30

12/12

12/12

6/6

12/12

12/12

6/6

0.09

0.086

0.11

0.063

0.10

河川名 №
調査地

点

平均
日間平均値

平均 m/n 平均 m/n

ＣＯＤ

西浜川 1
西浜川
起点

%型 間

－ －

m/n m/n

-/6 -/6 － 1.5 6 -/6 5.6

天　川

2 天神橋

1.2 1.9 4.9 -/6

-/12 － 1.2－ － 2 -/12 8.5

3 天川橋

1.0 1.4 5.1 -/12-/12

－ 1.3 1.3－ － -/12 -/12 8.4

松村川 4 松陽橋

1.6 4.9 -/12 2-/12

－ 2.3 1.8 -/6 8-/6－ － -/6 -/6 7.8

法華山
谷川

5 千鳥橋

1.9 6.9

1.4 1.3－ － -/12 -/12 8.2

6
総合運
動公園

前

1.6 5.3 -/12 3-/12 －

－ － -/12 -/12 － 2.0 1.7 2.1 7.8 -/12 7 -/12

加古川

7
加古川
堰堤

Ｂ

8

280
100

相生橋 Ｂ

ロ 0/12 0/12 0

平均

    　(CFU/100mℓ) (mg/ℓ)

最大

最小
m/n 平　均 ｋ/n

西浜川 1
西浜川
起点

21

0/12 8.7

河川名

2,200

k/n 平均

390

910
200

7

42

310

松村川 4 松陽橋

72

天　川

2 天神橋

3

法華山
谷川

5 千鳥橋

32

ロ 0/12

34.3 0/12

2/12

1.02/2

 

0.82/2

6
総合運
動公園

前

12

天川橋

№
調査地

点

1.6 4.2 0/12

170

k/n 平均

0/12 8.9

8.2

陰イオン界面
活性剤

0.82/2

440

(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

0.52/2

加古川

7
加古川
堰堤

4

ｋ/n k/n

2/2 0.92

アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 り ん 酸 性 り ん

2.3 1.3

全　り　ん 塩化物イオン

100

平均 平均 k/n 平均

1.1 1.61.3

8 相生橋

1

ｋ/n 平均 k/n 平均

3
74

17

全　窒　素ＤＯ
期類

(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

ＢＯＤ
pＨ

ＳＳ 大　腸　菌　数

0/12 23

0/12 42

740

760

260
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図４－３　調査地点別経年変化（ＢＯＤは７５％値・ＤＯは年間平均値）
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図４－４　　河川別月変化
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表４－４ 令和６年度 河川底質調査結果 

 

                    調査日 令和6年7月18日,10月15日  

記 

 

号 

調査地点 

含水率 

 

（％） 

強熱減量 

 

（％） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

 

(mg/kg) 

鉛 

 

(mg/kg) 

総水銀 

 

(mg/kg) 

ＰＣＢ 

 

(mg/kg) 

Ａ 
天川 

（天川橋） 
18.3  1.0  <0.20 16.0  0.02  <0.01 

Ｂ 
松村川 

（松陽橋） 
27.8  1.9  0.20  14.1  0.02  <0.01 

Ｃ 
法華山谷川 

（千鳥橋） 
23.8  3.4  <0.20 8.7  0.02  0.02  

Ｄ 
加古川 

（相生橋） 
43.2  6.5  0.44  20.0  0.04  <0.01 

  備考；暫定除去基準値（４交点の平均値） 

     総水銀 25mg/kg以上 

     ＰＣＢ 10mg/kg以上 

報告下限値  

カドミウム 0.20ｍg/㎏ 

      鉛     1.00ｍg/㎏ 

      総水銀   0.01ｍg/㎏ 

      ＰＣＢ   0.01ｍg/㎏ 
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海域水質調査結果総括表

最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小

最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大

<0.001 8.1 2.5 7.5

<0.0003 ND 0.001 <0.02 <0.0005 ND 8.3 3.0 9.6

<0.055 8.1 2.8 7.6

<0.0003 ND <0.001 <0.02 <0.0005 ND 0.084 8.4 3.3 7.9

8.0 3.0 7.2

<0.0003 ND <0.001 <0.02 <0.0005 ND 8.4 3.2 7.4

8.0 2.1 7.2

8.1 3.0 9.7

8.1 2.5 7.9

8.4 2.8 8.4

<0.055 8.2 2.1 8.6

0.067 8.4 2.9 9.3 <1 ND

8.0 2.5 7.1

8.4 3.3 7.9

8.0 2.4 7.1

8.4 3.4 7.7

<0.055 8.1 1.9 8.5

0.064 8.4 2.7 9.2 <1 ND

<0.001 7.8 3.0 7.3

<0.0003 ND 0.002 <0.02 <0.0005 ND 8.0 4.6 9.5

8.2 2.8 7.0

8.3 3.2 8.0

最小 最小 最小 最小 最小 最小 最小

最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大

16,000

16,000

0.25 0.023 16,000 <0.01 <0.005 <0.01

0.29 0.041 16,000 0.03 <0.05 0.034 0.01

14,000

17,000

15,000

16,000

16,000

16,000

0.19 0.017 16,000 <0.01 <0.005 <0.01

0.20 0.030 16,000 0.01 <0.05 0.017 0.01

16,000

17,000

16,000

16,000

0.18 0.016 16,000 <0.01 <0.005 <0.01

0.21 0.029 16,000 0.02 <0.05 0.014 0.01

16,000

16,000

16,000

16,000

※有害物質について、全シアンは最大値、その他項目は年間平均値で評価する。

※全窒素、全りんの環境基準適合については年間平均値で評価する。

 表４－５ 令和6年度

15,500

0.20 0.023 16,0000/2

ND

15,500

亜硝酸性窒素

Ⅲ ｲ

Ⅲ ｲ

0/2

m/n 平　均 k/n 平　均 k/n

(mg/ℓ)(mg/ℓ)

全　り　ん

0/2 ND

0/2 ND

-

-

-

0/2 <0.05

ｎ-ヘキサン抽出物質

(mg/ℓ)

m/n 平　均

Ⅲ ｲ

k/n

(mg/ℓ)

0/2 0.061

k/n

高砂海浜公園
沖

1/2 0.01

堀川

Ⅱ ｲ 0/29

10

11

伊保港 －

－

高砂西港沖
３km

Ⅲ

1/2-

ｲ

16,000

0.01<0.05

0.02 1/2 0.020

1/2

0.011/2

0/2

0/2

8.4

0/2 <1

8

0/2 0/2 0/2

11 堀川

8.91/2 2.30/2 0.060

0/2 -/2 3.8-/2 -/2

7.5

9

Ⅲ

№ 調査地点

10 伊保港

高砂西港

1 曽根港

7 カネカ前

4 伊保港口

3

16,000-ｲ

6
高砂西港沖

1.5km

2 0.270/2

-

類
型

ｲⅢ

平　均

高砂本港

0/2 0.032

0/20/2 0.20 0.024Ⅲ ｲ

5 神戸製鋼前 Ⅲ

ｲ

1/2ｲＡ

(mg/ℓ)

　ND

-/2

　0.002

1/2ロ 1/2

-/2

0/2

-/2 3.0　　

高砂西港沖
３km

0/2

Ｂ 2.9

全　窒　素

<0.0003

7.4

塩化物イオン

0/2

1/2 2.9 0/2

0/2

7.5

2.6

<1

0/2 8.2

1/2

Ｂ ロ

0/2 9.02.5

1/2

0/2

全窒素・全りん

1/2

Ｂ ロ

0/2 2.7

期
間

生　　　活　　　環　　　境　　　項　　　目

(mg/ℓ)(mg/ℓ)

m/n

0/2

-

-

- 16,000

8.5

Ｂ ロ

0/20/2ロ

8
高砂海浜公園

沖

4 伊保港口

神戸製鋼前

6
高砂西港沖

1.5km

5

Ｂ

7 カネカ前

ND 7.30/2 3.11/2 0/2Ｃ ロ3 高砂本港 0/2 0/20/2 0/2ND <0.02

3.1Ｃ ロ 1/2 0/2 7.8

0/2

ND0/2

ｲ0/2

0/2 0.070

0/2

<0.02

8.60/20/2 Ｃ 2.8 0/21 曽根港

<0.0003

<0.0003

0/2

0/2高砂西港 0/2 0/2

0/2

2

m/n

№ 調査地点

健　　　康　　　項　　　目

<0.02 <0.0005

<0.001 0/20/2

pＨ

平　均m/n

全シアン

(mg/ℓ) (mg/ℓ)

硝酸・亜硝酸性窒素

(mg/ℓ)

m/n m/n

ＣＯＤ

平　均m/n 平　均

(CFU/100mℓ)

m/n

ＤＯ

(mg/ℓ)(mg/ℓ)

平均 m/n

カドミウム

m/n

(mg/ℓ)

平均m/n平均

総水銀

平均

期
間

ND

(mg/ℓ)

0/2

(mg/ℓ)

鉛

平　均

ND 0.0010/2<0.0003

ND

-

<0.001

0/2

(mg/ℓ)

1/2

平　均

16,000

<0.0005

 そ　　　の　　　他　　　の　  　項　　　目

0.01

0.02 1/2

16,000

16,500

16,000

16,000 1/2

0.010

0.011

k/n

1/2-

<0.05

平　均

生　　　活　　　環　　　境　　　項　　　目

平均m/n

六価クロム ＰＣＢ

硝酸性窒素

m/n 平均

大腸菌数

類
型

りん酸性りん

平　均

(mg/ℓ)

アンモニア性窒素

平　均

<0.0005

<0.02 <0.0005

0/2
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　　　図４－５　調査地点別経年変化（ＤＯ、ＣＯＤ）
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表４－６ 令和６年度 海域底質調査結果 

 

                        調査日 令和6年5月23日 

記 

号 
調査地点 

含水率 

 

（％） 

強熱減量 

 

（％） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

 

(mg/kg) 

鉛 

 

(mg/kg) 

総水銀 

 

(mg/kg) 

ＰＣＢ 

 

(mg/kg) 

ａ 曽 根 港 47.5  5.7  0.72  41.8  0.11  0.003  

ｂ 伊 保 港 72.1  11.5  1.37  63.0  0.19  0.019  

ｃ 高砂西港 

53.5  6.8  

0.85  32.9 0.22 

C2 0.85  

65.4  9.8  C3 1.10  

ｄ 高砂本港 51.3  7.5  0.93  34.8  1.07  0.044  

  備考１；暫定除去基準値（４交点の平均値） 

      総水銀 25mg/kg以上 

      ＰＣＢ 10mg/kg以上 

      報告下限値  

カドミウム 0.20ｍg/㎏ 

       鉛     1.00ｍg/㎏ 

       総水銀   0.01ｍg/㎏ 

       ＰＣＢ   0.001ｍg/㎏ 

  備考２；高砂西港のＰＣＢについては２地点でサンプリングした。 

            (C1は埋め立て地となったため調査対象外) 

ＰＣＢ以外の項目については地点C2で分析。 
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  ４. 高砂本港追跡調査 

    高砂本港の水銀汚染汚泥は昭和４８年から昭和４９年にかけて、汚染原因者である鐘淵化学工業㈱高

砂工業所（現㈱カネカ高砂工業所）が浚渫し、その固化汚泥を同工業所内に盛立している。この浚渫工

事完了後の追跡調査として、同港内の底質中の水銀含有量調査及び固化汚泥盛立地周辺等の地下水の水

銀含有量調査を実施した。  

     高砂本港における水銀を含む底質の除去基準は、４交点の平均値25mg／kgであり、令和６年度の調査

で４交点の平均値は0.56 ～ 1.37mg／kgと低い値であった。 

     また、同工業所の運河閉塞部及び固化汚泥盛立地周辺の地下水の水銀含有量調査結果は、すべて不検

出だった。 

     これらの結果から、同港における新たな水銀汚染はなく、また、運河及び固化汚泥盛立地からの２次

汚染は認められなかった。 

     調査地点概略図は図４－６、調査結果は表４－７に示している。 
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図４－６ 高砂本港追跡調査地点概略図 
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               表  ４－７  令和６年度 高砂本港水銀追跡調査結果                            

                                                                                           

(１) 底  質 調査日 令和６年９月２７日 

調査地点 総水銀 (mg/kg) 備     考 

１ 1.60  ・分析は環水管第127号（昭和63年9月8日）の底質調査方法 

による。   

 

・測定値は、乾泥換算値である。 

 

・港内４交点の平均値 0.56 ～ 1.37 mg/kg 

 

２ 1.15  

３ 1.37  

４ 1.35  

５ 0.91  

６ 0.42  

７ 0.64  

８ 0.62  

９ 1.02  

１０ 0.48  

１１ 0.48  

 

(２) 地 下 水   

調査日 令和６年９月２７日 

調 査 地  点               総 水 銀 (mg／ℓ ) 

１６ ＜０．０００５ 

１７ 〃 

２０ 〃 

２１ 〃 

２２ 〃 

２３ 〃 

２４ 〃 

 

 

５．高砂西港等追跡調査 

    高砂西港ＰＣＢ汚染汚泥浚渫工事は、昭和５１年８月に、また、大木曽水路ＰＣＢ汚染汚泥処理工事は、 

昭和５４年６月にそれぞれ完了したところであるが、その後の同地域のＰＣＢによる影響を把握するため 

ＰＣＢの追跡調査を実施した。 

  結果はすべて不検出であり、２次汚染は認められなかった。なお、地点１３（海水）は埋立地となった。 

    調査地点は図４－７、調査結果は表４－８に示している。 
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菱
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工
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㈱ 

 

高
砂
工
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㈱
カ
ネ
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高
砂
工
業
所 

調査地点 
調査項目 

名 称 NO. 

雨  水 １・２ ＰＣＢ 

地 下 水 ３～９ ＰＣＢ 

大  気 １０・１１ ＰＣＢ 

上流排水 １２ ＰＣＢ・ＣＯＤ 

海  水 １４・１５ ＰＣＢ 

下流排水 １６ ＰＣＢ・ＣＯＤ 

                         ※海水１３は埋立地となったため調査対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 埋立地    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－７ 高砂西港等追跡調査地点図 
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表４－８ 令和６年度高砂西港等追跡調査結果 

 

     項 目 

 Ｐ  Ｃ  Ｂ Ｃ Ｏ Ｄ 
 

 

調査地点 No 第１回目 第２回目 第１回目 第２回目 
 

 

雨    水 1 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月25日   
 

 

(mg/ℓ ) 2 欠測 ＮＤ 10月3日   
 

 

地 下 水 

(mg/ℓ ) 

3 ＮＤ 7月23日 ＮＤ 10月22日   
 

 

4 ＮＤ 7月23日 ＮＤ 10月22日   
 

 

5 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月25日   
 

 

6 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月22日   
 

 

7 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月22日   
 

 

8 ＮＤ 7月26日 ＮＤ 10月25日   
 

 

9 ＮＤ 7月26日 ＮＤ 10月25日   
 

 

大    気 

(μg/ｍ3) 

10 ＮＤ 7月21日 ＮＤ 10月22日   
 

 

11 ＮＤ 7月25日 ＮＤ 10月25日   
 

 

上流排水 

(mg/ℓ ) 
12 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月22日 5.3 4.7  

海    水 

(mg/ℓ) 

14 ＮＤ 7月24日 ＮＤ 10月17日   
 

 

15 ＮＤ 7月24日 ＮＤ 10月17日   
 

 

下流排水 

(mg/ℓ ) 
16 ＮＤ 7月19日 ＮＤ 10月22日 4.7 3.8  

備考 １ 水質のＮＤは、0.0005 mg/ℓ 未満を示す。                       

   ２ 大気のＮＤは、0.05μg/ｍ3以下を示す。 

      ３ 海水調査地点 No.13 については、埋立地となった。 

   ４ 令和 6 年度第 1 回西港追跡調査地点 No.2 については、降水量が少なく採取が不可能であっ

たため、欠測となっている。 
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